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統括指導主事          佐 藤 泰 之 
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生涯学習課長          斎 藤 洋 介 

八雲中央図書館長        坂 本 祐 樹 

 

書記                         川 島   健 
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（議事日程） 

日程第１  議案第５２号 令和８年度使用目黒区立小学校教科用図書の採択

及び令和８年度使用目黒区立中学校教科用図書の

採択について 

日程第２  議案第５３号 令和８年度使用目黒区立学校特別支援学級教科用

図書の採択について 

日程第３  議案第５４号 会計年度任用講師の任用等に関する規則の一部を

改正する規則 

日程第４  報告事項   目黒南中学校・目黒西中学校新校舎建設の入札不

調に伴う工期延長について 

日程第５  報告事項   令和７年度目黒区学習状況調査結果の概要につい

て 

日程第６  報告事項   令和７年度全国学力・学習状況調査結果の概要に

ついて 

日程第７  報告事項   教育委員会名義の使用承認状況について 

 

資料配付 

・令和７年１０月行事予定表 

・令和７年度目黒区立中学校案内（めぐろの中学校） 
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（午前９時３０分開会） 

 

○教育長職務代行者 令和７年第２５回目黒区教育委員会定例会を開会します。

本日、教育長が欠席のため、私が教育長職務代行者として議事

を進行します。教育長のほかに本日の欠席委員、欠席職員はい

ません。署名委員は髙橋委員です。 

        それでは、日程第１を議題とします。 

 

（日程第１   議案第５２号 令和８年度使用目黒区立小学校教科用図書の

採択及び令和８年度使用目黒区立中学校教科用図書の採択につ

いて） 

 

○教育指導課長 （資料により説明） 

○教育長職務代行者 ただいま教育指導課長から説明があったとおり、第２４

回教育委員会定例会において、小学校及び中学校で令和８年度

に使用する教科用図書について協議しました。 

        前回の協議の結果を議案としてまとめましたので、本日はそ

の内容を確認していただきたいと思います。内容は、別紙１及

び別紙２に記載のとおりです。 

        この件についてご質問等はありますか。 

        特にないようですので、採決を行います。 

        本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

         （全員挙手） 

 

○教育長職務代行者 全員賛成ですので、議案第５２号は原案どおり可決しま

す。 

        次に、日程第２を議題とします。 

 

（日程第２   議案第５３号 令和８年度使用目黒区立学校特別支援学級教

科用図書の採択について） 

 

○教育指導課長 （資料により説明） 

○教育長職務代行者 ただいま教育指導課長から説明があったとおり、第２４

回教育委員会定例会において、令和８年度に目黒区立学校の特

別支援学級で使用する教科用図書について協議しました。 
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        前回の協議の結果を議案としてまとめましたので、本日はそ

の内容を確認していただきたいと思います。 

        令和８年度の目黒区立小学校の特別支援学級で使用する文部

科学省著作教科用図書及び学校教育法附則第９条の規定に基づ

く図書については、別紙１のとおりです。 

        また、令和８年度に目黒区立中学校の特別支援学級で使用す

る文部科学省著作教科用図書及び学校教育法附則第９条の規定

に基づく図書については、別紙２のとおりです。 

        この件についてご質問等はありますか。 

        特にないようですので、採決を行います。 

        本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

         （全員挙手） 

 

○教育長職務代行者 全員賛成ですので、議案第５３号は原案どおり可決しま

す。 

        次に、日程第３を議題とします。 

 

（日程第３   議案第５４号 会計年度任用講師の任用等に関する規則の一

部を改正する規則） 

 

○教育指導課長 （資料により説明） 

○教育長職務代行者 この件についてご質問等はありますか。 

        特にないようですので、採決を行います。 

        本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

         （全員挙手） 

 

○教育長職務代行者 全員賛成ですので、議案第５４号は原案どおり可決しま

す。 

        次に、日程第４を議題とします。 

 

（日程第４   目黒南中学校・目黒西中学校新校舎建設の入札不調に伴う工

期延長について（報告事項）） 

 

○学校施設計画課長 （資料により説明） 



 

 - 5 - 

○教育長職務代行者 この件についてご質問等はありますか。 

○委員     入札不調の要因を工期としていますが、金額は要因に当たら

ないのでしょうか。また、目黒南中学校の機械設備工事の入札

について、１回目は５者が参加して全者辞退となり、２回目で

落札したということですが、その原因について教えてください。 

○学校施設計画課長 １点目について、金額については事業者へのヒアリング

で特に言及はなく、人手不足による工期の不足が主な要因と考

えています。 

        ２点目について、建築工事の開札に機械設備工事の開札が続

いているため、建築工事の入札不調の結果を受けて辞退したと

考えられます。 

○委員     目黒南中学校、目黒西中学校の建築工事で全者辞退とありま

すが、何者応募したのでしょうか。また、今回の入札不調を踏

まえて、これからの目黒区の学校施設の改修・新築が今後も続

いていくに当たり、教育委員会としてどのように対応していく

予定でしょうか。 

○学校施設計画課長 １点目について、両校ともに１者のみの参加であり、複

数の参加はありませんでしたが、表記上は全者と記載していま

す。 

        ２点目について、今後も同様の状況が続くことが予想される

ため、発注方法等を工夫することが大切だと考えています。例

えば解体工事と新築工事を分けて発注するのではなく、一括で

発注することで、解体後に新築工事に着手できず、児童・生徒

が仮設校舎で過ごす期間が長引くことを防ぐことができると考

えられます。こうした対応により、児童・生徒の学習環境を確

保できるよう、区長部局と調整しながら検討していきたいと考

えています。 

○教育長職務代行者 その他ご質問等はありますか。 

        特にないようですので、この報告を受けました。 

        次に、日程第５を議題とします。 

 

（日程第５   令和７年度目黒区学習状況調査結果の概要について（報告事

項）） 

 

○教育指導課長 （資料により説明） 

○教育長職務代行者 たしかに目黒区の平均正答率は全国と比べて優れている
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と思います。ただ、点数の分布状況についてはいかがでしょう

か。成績が非常に良い児童・生徒や、逆に成績が振るわない児

童・生徒も一定数いる中での平均値なのでしょうか。 

○教育指導課長 ご指摘のとおり、この資料だけでは学力の分布を把握するこ

とはできません。ただし、各学校には、平均値だけでなく、Ａ、

Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ層といった正答数に基づく層別の分布が分かる

資料も提供されています。平均値に近い正答数の層がＣ層、そ

れより高い層がＡ層及びＢ層、低い層がＤ層及びＥ層になりま

す。 

        目黒区では、全国と比較してＡ層及びＢ層に入っている児

童・生徒の割合が高い傾向にありますが、Ｄ層やＥ層に属する

児童・生徒も一定数存在します。そのため、学級担任や教科担

当の教員は、児童・生徒一人ひとりの状況を把握し、それぞれ

に合った指導や支援を行う必要があると考えています。 

        例えば、正答数の高い層の児童・生徒には、発展的な問題に

取り組ませ、習熟が遅れている児童・生徒には、基礎的な内容

の定着を図るため、必要に応じて前の学習内容に立ち戻って指

導するなど、個別の対応が必要だと考えています。また、目黒

区独自の取組である、４０分授業午前５時間制によって生み出

された時間を活用した「自己選択学習の時間」において、復習

や発展的な学習を行っている例もあります。 

○委員     まず、この調査を行った業者がどのような業者か教えてくだ

さい。また、都や全国と比較して高い平均正答率であったとい

う結果をもって安心してはいけないと思います。通塾と学習状

況調査結果のクロス分析などが必要ではないかと考えています。 

○教育指導課長 まず、この調査を実施した業者は、東京書籍です。 

        ２点目について、事務局としても、調査結果の分析は必要で

あると考えています。９月５日に開催される合同校・園長会に

おいても、区の平均正答率はたしかに全国より高い状況ではあ

るが、個々の児童・生徒をしっかり見ていくことが大切だとい

うことを伝えていこうと考えています。 

        また、通塾との関係についてですが、通塾していない子ども

たちにも学力を保障するための授業改善は常に図っていく必要

があると考えています。学力調査は学力の一部を示すものでは

ありますが、結果から見えてきた課題のある児童・生徒に対し

て、どのような指導を行うべきかを、メッセージとしてしっか
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りと伝えていきたいと思います。 

        さらに調査結果の中には、残念ながら全国平均よりも正答率

が低かった問題も数問含まれていました。こうした課題のある

問題についても学校に示しながら、どのような授業改善が可能

かを検討するよう、学校に働きかけていきたいと考えています。 

○教育長職務代行者 その他ご質問等はありますか。 

        特にないようですので、この報告を受けました。 

        次に、日程第６を議題とします。 

 

（日程第６   令和７年度全国学力・学習状況調査結果の概要について（報

告事項）） 

 

○教育指導課長 （資料により説明） 

○教育長職務代行者 この件についてご質問等はありますか。 

        特にないようですので、この報告を受けました。 

        次に、日程第７を議題とします。 

 

（日程第７   教育委員会名義の使用承認状況について（報告事項）） 

 

○教育政策課長 （資料により説明） 

○教育指導課長 （資料により説明） 

○生涯学習課長 （資料により説明） 

○教育長職務代行者 この件についてご質問等はありますか。 

        特にないようですので、この報告を受けました。 

        ここで議事の都合により暫時休憩します。 

 

（午前１０時１２分から午前１０時１３分まで 休憩） 

 

○教育長職務代行者 休憩前に引き続き会議を開きます。 

        ９月９日開会予定の定例会は休会とします。 

 

 

 資料配付 

 ・令和７年１０月行事予定表 

・令和７年度目黒区立中学校案内（めぐろの中学校） 
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○教育長職務代行者 その他なにかありますか。 

        特にないようですので、以上で本日の定例会を閉会します。 

 

（午前１０時１６分閉会） 

 

 


